
小倉あかり倶楽部運営要綱 

 

 

(目的) 

第１条 小倉都心地区の民間事業者による夜間景観の魅力向上に資する取組み

を登録しその情報を発信することにより、民間事業者の夜間景観整備への参

加意欲の向上や情報交流を図り、民間による夜間景観整備を促進する。 

 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 小倉あかり倶楽部 民間事業者による夜間景観整備の登録によるネッ

トワークをいう。 

 (2) 夜間景観整備 「小倉都心地区夜間景観ガイドライン」の趣旨に沿った、

次の要件のいずれかに該当する行為を予定または実施するものをいう。 

  ア 夜間景観の魅力向上に資することを目的とした建築物、工作物（以下

「建築物等」という。）のライトアップ 

(例：建築物の壁面、ショーウインドウ、窓面、エントランス、屋外広

告物等のダウンライト、スポットライト、間接照明等によるライトアッ

プ) 

  イ 夜間景観の魅力向上に資することを目的とした樹木、植栽、ベンチ、

オブジェ、その他これらに類するもの（以下「樹木等」という。）のライ

トアップ 

ウ 夜間景観の魅力向上に資することを目的とした建築物等、樹木等のラ 

イトアップ点灯時間の延長等 

(例：店舗または事業所等の営業終了後、ライトアップ点灯時間の延長

を行うもの) 

 (3) 登録施設 夜間景観整備を実施または予定し、小倉あかり倶楽部に登録

を行った建築物等、樹木等 

 (4) 登録事業者 小倉あかり倶楽部に登録施設を登録した民間事業者 

 (5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴

力団 

 (6) 暴力団員 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員 

 

 

 



(登録施設の対象) 

第３条 登録施設の対象は、登録しようとする事業者が自ら夜間景観整備を実

施するもので、第２条第２号の要件に適合する建築物等、樹木等を対象とす

る。ただし、以下に該当するものは、原則除く。 

 (1) 登録しようとする建築物等の夜間景観整備が風俗営業等の規制及び業 

務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項及 

び第５項の規定に該当する営業（以下、「風俗営業」という。）のためのラ 

イトアップであるもの。  

 (2) その他市長が適当でないと認めるもの 

 

(登録施設の申請) 

第４条 登録を希望する事業者は、小倉あかり倶楽部登録申請書（様式１）に、

小倉あかり倶楽部登録事業者代表者・役員リスト(様式２)を添えて、市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、登録施設の対象が前条に適合し、かつ登録しようとする事業者が

第７条に該当するか審査のうえ、登録することが適当であると認めたときは

登録を決定し、小倉あかり倶楽部登録決定通知書(様式３)により登録事業者

に通知するものとする。 

３ 登録を希望する事業者は、前項の審査に際し市長が資料の提出や現地調査

を求めた場合、協力するものとする。 

 

(登録施設の変更) 

第５条 登録事業者は、登録施設の第２条第２号の要件に係る事項に変更が生

じたときは、その旨を文書にて市長へ提出するものとする。 

 

(登録施設の取消) 

第６条 市長は、登録施設が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、

当該登録施設の登録を取り消すことができる。 

 (1) 第２条第２号の要件に適合しなくなったとき。 

 (2) 当該登録施設の登録事業者から文書による登録取消の申出があったと

き。 

 (3) 当該登録施設の登録事業者が第７条各号に該当しない者となったとき。 

 (4) その他市長が適当でないと認めるとき。 

 

 

 

 

 



(登録事業者の資格) 

第７条 登録事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 北九州市小倉北区内に登録対象施設を所有する事業者。 

 (2) 次のア～ウに該当しない事業者 

ア 代表者および役員が、暴力団又は暴力団員である事業者若しくは暴力団 

 および暴力団員と密接な関係を有する事業者 

イ 登録施設または登録しようとする施設で風俗営業を行う事業者 

ウ 原則として、前二号に該当する者に登録施設または登録しようとする 

施設を占有させている事業者 

 

(小倉あかり倶楽部の活動) 

第８条 北九州市は、登録施設について北九州市が管理するホームページに掲 

載するとともに、広く市民等に対する広報を積極的に行うこととする。 

２ 登録事業者は、北九州市が行う前項の広報に協力するものとし、情報提供

等を行うものとする。 

３ 北九州市および登録事業者は、夜間景観の魅力向上に関する情報交換を行

うのとする。 

 

(その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

 

附則 

(施行期日) 

この要綱は平成 30 年 7 月 25 日から施行する。 

 

 

 


